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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各種情報を記憶可能な記憶部を備え、複数の情報処理装置と通信可能な画像読取装置で
あって、
　原稿載置台に載置された原稿を読み取り、第１読取画像データを作成する第１読取画像
データ作成手段と、
　前記第１読取画像データ作成手段によって作成された第１読取画像データを前記記憶部
に記憶する第１読取画像データ記憶手段と、
　前記第１読取画像データ作成手段による第１読取画像データ作成後、前記原稿が前記原
稿載置台から取り除かれているか否かを検知する取除検知手段と、
　前記取除検知手段により前記原稿が取り除かれていないと検知した場合、前記第１読取
画像データに係る第２読取画像データを、前記原稿の取り忘れを報知する情報とともに、
前記複数の情報処理装置に送信可能な第２読取画像データ送信手段と、
　前記第１読取画像データ記憶手段に記憶された第１読取画像データに対して解像度の低
下処理、または、モザイク処理を施した前記第２読取画像データを作成する第２読取画像
データ作成手段と、
　前記第１読取画像データを前記情報処理装置、または、前記画像読取装置が備える外部
メモリインタフェースに接続された外部メモリに出力可能な第１読取画像データ送信手段
と、
　前記第１読取画像データ送信手段により前記情報処理装置に前記第１読取画像データが
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送信された場合、当該情報処理装置を特定可能な送信先情報を、当該第１読取画像データ
と関係付けて前記記憶部に記憶するよう前記第１読取画像データ記憶手段を制御する記憶
制御手段と、
　前記記憶部に前記送信先情報が記憶されているか否かを判断する記憶判断手段と、
　前記取除検知手段により前記原稿が取り除かれていないと検知され、前記記憶判断手段
により肯定判断された場合、前記第１読取画像データと前記原稿の取り忘れを報知する情
報を、前記送信先情報に基づき前記情報処理装置に送信するよう前記第１読取画像データ
送信手段を制御し、否定判断された場合、前記第２読取画像データと前記原稿の取り忘れ
を報知する情報を、前記複数の情報処理装置に送信するよう前記第２読取画像データ送信
手段を制御する送信制御手段と、
　を備えることを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記記憶判断手段により肯定判断された場合、前記送信先情報により特定される前記情
報処理装置が、前記画像読取装置が接続されたローカルエリアネットワークに接続された
前記情報処理装置か否かを判断する情報処理装置判断手段を備え、
　前記送信制御手段は、
　前記情報処理装置判断手段により肯定判断された場合、前記第１読取画像データと前記
原稿の取り忘れを報知する情報を、前記送信先情報に基づき前記情報処理装置に送信する
よう前記第１読取画像データ送信手段を制御し、前記外部装置判断手段により否定判断さ
れた場合、前記第２読取画像データと前記原稿の取り忘れを報知する情報を、前記複数の
情報処理装置に送信するよう前記第２読取画像データ送信手段を制御することを特徴とす
る請求項１記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記複数の情報処理装置のうち少なくとも一つは他の情報処理装置がアクセス可能なサ
ーバ装置であり、
　前記記憶判断手段により肯定判断された場合、前記送信先情報により特定される前記情
報処理装置が、前記サーバ装置であるか否かを判断するサーバ判断手段を備え、
　前記送信制御手段は、
　前記サーバ判断手段により肯定判断された場合、前記第２読取画像データと前記原稿の
取り忘れを報知する情報を、前記複数の情報処理装置に送信するよう前記第２読取画像デ
ータ送信手段を制御し、前記サーバ判断手段により否定判断された場合、前記第１読取画
像データと前記原稿の取り忘れを報知する情報を、前記送信先情報に基づき前記情報処理
装置に送信するよう前記第１読取画像データ送信手段を制御することを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記他の情報処理装置に対して前記サーバ装置へのアクセス権を有しているか否かを問
い合わせる問合手段を備え、
　前記送信制御手段は、
　前記サーバ判断手段により肯定判断された場合、前記問合手段に対してアクセス権を有
している旨の返答を行った情報処理装置に対して前記第２読取画像データと前記原稿の取
り忘れを報知する情報を、送信するよう前記第２読取画像データ送信手段を制御すること
を特徴とする請求項３に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記第１読取画像データ送信手段が前記第１読取画像データを前記外部メモリに出力し
た場合、前記記憶判断手段は否定判断することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいず
れかに記載の画像読取装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、画像読取装置に関するものであり、特に、原稿の取り忘れを報知する技術に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、例えば、下記特許文献１に記載のように、原稿の読み取りを開始するに際し
、ユーザを特定する情報を取得し、原稿の読み取り後、原稿の取り忘れが検出された場合
に、そのユーザのパソコン（ＰＣ）に、原稿の取り忘れを通知する画像読取装置があった
。さらに、画像読取装置が備える表示部に、原稿の取り忘れを表示する画像読取装置があ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－５１４０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記画像読取装置では、ユーザを特定する情報が取得できなかった場合
、原稿の取り忘れをＰＣに通知することができなかった。さらに、ユーザは、原稿の読み
取りが終了すると、読み取った原稿の読取画像データに対して何らかの処理を行うため、
画像読取装置から離れる。つまり、画像読取装置が備える表示部に原稿取り忘れ通知を表
示しても、その表示にユーザが気づく可能性は低かった。
【０００５】
　本発明は、原稿の読み取りを行ったユーザの端末に、原稿の取り忘れを通知可能な画像
読取装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る画像読取装置は、各種情報を記憶可能な記憶部を備え、複数の情報処理装
置と通信可能な画像読取装置であって、原稿載置台に載置された原稿を読み取り、第１読
取画像データを作成する第１読取画像データ作成手段と、前記第１読取画像データ作成手
段によって作成された第１読取画像データを前記記憶部に記憶する第１読取画像データ記
憶手段と、前記第１読取画像データ作成手段による第１読取画像データ作成後、前記原稿
が前記原稿載置台から取り除かれているか否かを検知する取除検知手段と、前記取除検知
手段により前記原稿が取り除かれていないと検知した場合、前記第１読取画像データに係
る第２読取画像データを、前記原稿の取り忘れを報知する情報とともに、前記複数の情報
処理装置に送信可能な第２読取画像データ送信手段と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　これにより、原稿に基づき作成された第１読取画像データに係る第２画像データを、原
稿の取り忘れを報知する情報とともに、通信可能な複数の情報処理装置に送信することが
できる。よって、原稿の読み取りを画像読取装置に指示したユーザを特定できない場合で
あっても、原稿の読み取りを指示したユーザに原稿の取り忘れを報知することができる。
画像読取装置に原稿の読み取りを指示したユーザは、画像読取装置と通信可能な情報処理
装置のユーザでもある可能性が高いためである。
【０００８】
　上記構成を採用するに際し、さらに、画像読取装置は、前記第１読取画像データ記憶手
段に記憶された第１読取画像データに対して解像度の低下処理、または、モザイク処理を
施した前記第２読取画像データを作成する第２読取画像データ作成手段を備えているとよ
い。
【０００９】
　これにより、複数の情報処理装置に送信される第２読取画像データは、解像度の低い画
像のデータ、または、モザイク処理が施された画像のデータとなる。よって、原稿の読み
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取りを指示したユーザは、自身の原稿が取り忘れられていることに気づくとともに、他の
ユーザは、モザイク処理された画像を閲覧してもその内容を詳細まで把握できないので、
複数の情報処理装置に第２読取画像データを送信する場合においても、セキュリティを確
保しつつ原稿の取り忘れをユーザに報知することができる。
【００１０】
　また、前記第１読取画像データを前記情報処理装置、または、前記画像読取装置が備え
る外部メモリインタフェースに接続された外部メモリに出力可能な第１読取画像データ送
信手段と、前記第１読取画像データ送信手段により前記情報処理装置に前記第１読取画像
データが送信された場合、当該情報処理装置を特定可能な送信先情報を、当該第１読取画
像データと関係付けて前記記憶部に記憶するよう前記第１読取画像データ記憶手段を制御
する記憶制御手段と、前記記憶部に前記送信先情報が記憶されているか否かを判断する記
憶判断手段と、前記取除検知手段により前記原稿が取り除かれていないと検知され、前記
記憶判断手段により肯定判断された場合、前記第１読取画像データと前記原稿の取り忘れ
を報知する情報を、前記送信先情報に基づき前記情報処理装置に送信するよう前記第１読
取画像データ送信手段を制御し、否定判断された場合、前記第２読取画像データと前記原
稿の取り忘れを報知する情報を、前記複数の情報処理装置に送信するよう前記第２読取画
像データ送信手段を制御する送信制御手段と、を備えているとよい。
【００１１】
　これにより、第１読取画像データの送信先を特定できる場合には、その送信先の情報処
理装置を対象として、例えばモザイク処理が施されていない画像データを送信するととも
に、第１読取画像データの送信先が特定できない場合には、不特定の通信可能な複数の情
報処理装置を対象として、例えばモザイク処理が施された画像データを送信できる。よっ
て、送信先が特定できる場合には、送信先の情報処理装置のユーザに原稿の内容を把握さ
せることで自身の原稿が取り忘れられていることを報知できるとともに、送信先が特定で
きない場合には、セキュリティを保持して複数の情報処理装置に原稿の取り忘れを通知す
ることが可能となる。
【００１２】
　また、画像読取装置は、前記記憶判断手段により肯定判断された場合、前記送信先情報
により特定される前記情報処理装置が、前記画像読取装置が接続されたローカルエリアネ
ットワークに接続された前記情報処理装置か否かを判断する情報処理装置判断手段を備え
、前記送信制御手段は、前記情報処理装置判断手段により肯定判断された場合、前記第１
読取画像データと前記原稿の取り忘れを報知する情報を、前記送信先情報に基づき前記情
報処理装置に送信するよう前記第１読取画像データ送信手段を制御し、前記外部装置判断
手段により否定判断された場合、前記第２読取画像データと前記原稿の取り忘れを報知す
る情報を、前記複数の情報処理装置に送信するよう前記第２読取画像データ送信手段を制
御するとよい。
【００１３】
　これにより、第１読取画像データの送信先の情報処理装置が、画像読取装置と同一のロ
ーカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）内に存在していると確認できたときに、その情報処
理装置に対して例えばモザイク処理が施されていない画像データを送信することができる
。また、ＬＡＮ内に存在していない場合には、複数の情報処理装置に対して例えばモザイ
ク処理を施した画像データを送信し、読み取り指示を行ったユーザに原稿の取り忘れを報
知することができる。これは、第１読取画像データの送信先がＬＡＮ外の装置であっても
、読み取り指示をしたユーザは画像読取装置と同一ＬＡＮ内の情報処理装置のユーザの可
能性が高いことによる。
【００１４】
　さらに、前記複数の情報処理装置のうち少なくとも一つは他の情報処理装置がアクセス
可能なサーバ装置であり、画像読取装置は、前記記憶判断手段により肯定判断された場合
、前記送信先情報により特定される前記情報処理装置が、前記サーバ装置であるか否かを
判断するサーバ判断手段を備え、前記送信制御手段は、前記サーバ判断手段により肯定判
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断された場合、前記第２読取画像データと前記原稿の取り忘れを報知する情報を、前記複
数の情報処理装置に送信するよう前記第２読取画像データ送信手段を制御し、前記サーバ
判断手段により否定判断された場合、前記第１読取画像データと前記原稿の取り忘れを報
知する情報を、前記送信先情報に基づき前記情報処理装置に送信するよう前記第１読取画
像データ送信手段を制御するとよい。
【００１５】
　これにより、送信先がサーバ装置であった場合には、画像読取装置は、例えばモザイク
処理された第２読取画像データを、通信可能な複数の情報処理装置に送信することができ
る。送信先がサーバ装置と特定できた場合でも、読み取り指示したユーザを特定できない
場合がある。係る場合は、画像読取装置は、通信可能な複数の情報処理装置に対して、セ
キュリティを確保しつつ原稿の取り忘れ通知を行うことができる。これは、第１読取画像
データをサーバ装置に記憶させたということは、その第１読取画像データを利用するユー
ザは、サーバ装置と通信可能な情報処理装置のユーザである可能性が高いことによる。
【００１６】
　さらに、画像読取装置は、前記他の情報処理装置に対して前記サーバ装置へのアクセス
権を有しているか否かを問い合わせる問合手段を備え、前記送信制御手段は、前記サーバ
判断手段により肯定判断された場合、前記問合手段に対してアクセス権を有している旨の
返答を行った情報処理装置に対して前記第２読取画像データと前記原稿の取り忘れを報知
する情報を、送信するよう前記第２読取画像データ送信手段を制御するとよい。
【００１７】
　これにより、サーバ装置にアクセス権のない情報処理装置には、原稿の取り忘れを報知
する情報を送信しない。サーバ装置にアクセス権のない情報処理装置のユーザは、サーバ
装置に読取画像データを記憶させる可能性は低いためである。
【００１８】
　また、前記第１読取画像データ送信手段が前記第１読取画像データを前記外部メモリに
出力した場合、前記記憶判断手段は否定判断するとよい。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】画像読取システムの概略図である。
【図２】動作履歴記憶領域に記憶された記憶内容の一例を示した図である。
【図３】複合機により実行される読み取りメイン処理を示したフローチャートである。
【図４】複合機により実行される取り忘れ通知処理を示したフローチャートである。
【図５】複合機により送信される取り忘れ通知の一例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して実施形態を説明する。図１は、本実施形態の画像読取システム１
の概略を示した図である。この画像読取システム１は、複合機１０と、複数のＰＣ２０ａ
，２０ｂ，２０ｃと、サーバ３０と、を備える。なお、ＰＣ２０ａ，２０ｂ，２０ｃにつ
いて、各々のＰＣを特定しない場合は、便宜上単にＰＣ２０と称する場合がある。
【００２１】
　複合機１０、ＰＣ２０、及び、サーバ３０は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）
４０に接続されており、互いに通信可能である。さらに、図示しないが、ＬＡＮ４０に接
続されたルータを介して、ＬＡＮ４０に接続された各装置は、インターネット上のメール
送信サーバやメール受信サーバとも通信可能となっており、電子メールの送受信が可能で
ある。
【００２２】
　複合機１０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等（図示せず。）を備え、複合機１０の各動作
について、このＲＯＭに記憶されたプログラムに基づき制御を行う制御部１１と、ＬＡＮ
４０と接続され、他の装置と通信を行うネットワークインタフェース（「ネットワークＩ
／Ｆ」）１２と、複合機１０のユーザから指示を受け付ける操作部１３と、各種情報を表
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示する表示部１４と、図示しない原稿載置台と原稿カバーから構成され原稿載置台に載置
された原稿を読み取る読取部１５と、印刷処理を実行する印刷部１６と、各種情報を記憶
する記憶部１７と、例えば外部記録媒体であるＵＳＢメモリを着脱可能なＵＳＢメモリイ
ンタフェース（「ＵＳＢメモリＩ／Ｆ」）１８を備えている。なお、制御部１１と各部１
２～１８とは、バスラインを介して互いに接続されている。
【００２３】
　制御部１１は、読取部１５に原稿を読み取らせ、読み取った原稿の画像データである読
取画像データを作成し、その読取画像データを記憶部１７に記憶させる。
【００２４】
　また、制御部１１は、読取画像データを、各種機能により他の装置に送信することがで
きる。その各種機能の一例として、本実施形態の複合機１０は、読取画像データをサーバ
３０の共有フォルダに記憶させるＳｃａｎ　ｔｏ　Ｓｅｒｖｅｒ機能、読取画像データを
ＰＣ２０の共有フォルダに記憶させるＳｃａｎ　ｔｏ　ＰＣ機能、読取画像データを電子
メールを利用して他の装置に送信するＳｃａｎ　ｔｏ　ｅ－ｍａｉｌ機能、ＰＣ２０が備
えるアプリケーションプログラムを複合機１０からの指示で起動させ、そのアプリケーシ
ョンプログラムに対して読取画像データを送信するＰｕｓｈ　Ｓｃａｎ機能、ＵＳＢメモ
リＩ／Ｆ１８に装着されたＵＳＢメモリに対し読取画像データを送信し記憶させるＳｃａ
ｎ　ｔｏ　ＵＳＢ機能、読取画像データに基づき印刷部１６により記録媒体に印刷するコ
ピー機能を実行することができる。なお、上記共有フォルダとは、他の装置からのデータ
の書込みや読込みが可能な記憶領域のことである。
【００２５】
　記憶部１７は、動作履歴記憶領域１７２を備える。図２は、動作履歴記憶領域１７２の
記憶内容の一例を示した図である。動作履歴記憶領域１７２は、操作部１３からの動作指
示やネットワークＩ／Ｆ１２から入力される動作指示に従い動作した内容を履歴として記
憶する。具体的に、動作履歴記憶領域１７２は、動作識別子１０１と、動作日時１０２と
、動作種別１０４と、送信先アドレス１０６と、読取画像データ１０８とを記憶する。
【００２６】
　動作識別子１０１は、動作指示に基づき動作した履歴を識別する識別子で、本実施形態
では、「Ｎｏ．」で表し、動作する度に、数字はカウントアップされ、数字が一番大きな
ものが、最も新しく（直近に）動作した際の履歴を示している。
【００２７】
　動作日時１０２は、動作を行った日時を示すものである。動作種別１０４は、動作がど
のような内容であったかを示すものである。具体的には、上述したＳｃａｎ　ｔｏ　Ｓｅ
ｒｖｅｒ機能やＳｃａｎ　ｔｏ　ＵＳＢ機能などを特定する情報である。送信先アドレス
１０６は、読取画像データの送信先（アドレス）を示すものである。送信先がＵＳＢメモ
リであった場合や、コピー機能の実行時には送信先は特定されない。読取画像データ１０
８は、読み取った原稿の読取画像データであり、任意の名称が付与されている。
【００２８】
　なお、本実施形態では、原稿の読み取りに関する動作履歴のみを記憶する構成を記載し
ているが、これに限定されることなく、例えば、印刷動作履歴や、ファクシミリ受信履歴
、電子メール送受信履歴など、読み取りに関する動作とは関係のない動作履歴を記憶して
もよい。また、動作履歴は、複数の履歴を記憶していてもよいし、最新の履歴のみを記憶
するよう構成されていてもよい。
【００２９】
　また、記憶部１７は、上記各種機能により読取画像データを他の装置に送信するための
送信先アドレスを記憶している。送信先アドレスは、送信先装置の電子メールアドレスや
、ＩＰアドレス、装置名（及び、その装置が備える、他の装置からのデータ書込みや読込
みが可能な共有フォルダの位置情報）などである。上記の送信先アドレス１０６には、読
取画像データの送信先とされた送信先アドレスが記憶される。
【００３０】
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　読取部１５は、原稿カバーの開閉を検知するための原稿カバー開閉センサーを備える。
制御部１１は、この原稿カバー開閉センサーを監視することで、原稿カバーの開閉を把握
する。
【００３１】
　ＰＣ２０ａは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等（図示せず。）を備え、ＰＣ２０ａの各動作
について、このＲＯＭに記憶されたプログラムに基づき制御を行う制御部２１と、ＰＣ２
０ａのユーザから指示を受け付ける操作部２２と、ＬＡＮ４０と接続され、他の装置と通
信を行うネットワークＩ／Ｆ２３と、各種情報を表示する表示部２４と、各種情報を記憶
する記憶部２５と、を備えている。なお、制御部２１と各部２２～２５とは、バスライン
を介して互いに接続されている。
【００３２】
　記憶部２５は、読取画像データ表示用アプリケーションプログラムを記憶しており、制
御部２１は、上述のＰｕｓｈ　Ｓｃａｎ機能により複合機１０からの指示に従って本プロ
グラムを起動し、複合機１０から送信されてくる読取画像データを記憶するとともに、そ
の読取画像データに基づき、原稿画像を表示部２４に表示することができる。このプログ
ラムは、複合機１０から送られてくる原稿取り忘れ通知を表示部２４に表示することもで
きる。さらに記憶部２５は、他の装置からのデータの書込みや読込みが可能な共有フォル
ダを備えている。
【００３３】
　ＰＣ２０ｂ，２０ｃは、ＰＣ２０ａと同様の構成のため、説明を省略する。
【００３４】
　サーバ３０は、ＰＣ２０と同様の構成を備え、他の装置（複合機１０やＰＣ２０など）
からのデータの書込みや読込みが可能な共有フォルダを備えている。さらに、ＰＣ２０毎
にサーバ３０へのアクセスを許可するか否かの設定情報を記憶しており、アクセスが許可
されたＰＣ２０のみからアクセスを受け付ける。
【００３５】
　次に、図３を参照して、複合機１０の制御部１１によって実行される処理について説明
する。図３は、複合機１０の制御部１１によって、ＲＯＭに記憶されたプログラムに基づ
き実行される読み取りメイン処理を示したフローチャートである。この読み取りメイン処
理は、操作部１３やＬＡＮ４０を介して入力された読取動作指示を受け付けることにより
開始される。
【００３６】
　なお、読取動作指示には、読取開始指示、及び、読取機能の種類を特定する情報（動作
種別１０４）が含まれている。指定された読取機能が他の装置に読取画像データを送信す
るものであれば、記憶部１７に記憶された複数の送信先アドレスの中から送信先として選
択された送信先アドレスも含まれている。一方で、指定された読取機能がコピー機能や、
Ｓｃａｎ　ｔｏ　ＵＳＢ機能のように、読取機能の実行にあたり送信先アドレスが不要な
場合には、送信先アドレスは含まれない。
【００３７】
　まず、制御部１１は、読取部１５に対して原稿載置台に載置された原稿を読み取らせ、
読取画像データを生成する（Ｓ３０２）。制御部１１は、生成した読取画像データを、読
取機能を特定する情報に従い、読取動作指示に含まれる送信先アドレスに送信したり、送
信先アドレスが含まれていない場合には、読取機能に従い保存先（ＵＳＢメモリなど）に
保存したり、コピー機能に係る読取動作指示の場合には、読取画像データを印刷部１６へ
渡す（Ｓ３０４）。
【００３８】
　そして、制御部１１は、読取画像データを記憶部１７に記憶し（Ｓ３０５）、図２に示
すような動作履歴を動作履歴記憶領域１７２に保存する（Ｓ３０６）。つまり、制御部１
１は、読取動作指示に含まれる、動作種別１０４と、送信先アドレス１０６と、読取画像
データ１０８と、読み取り動作を実行した動作日時１０２と、を動作履歴記憶領域１７２
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に記憶する。なお、読取動作指示に送信先アドレスが含まれていない場合は、送信先アド
レス１０６は記憶されない。
【００３９】
　制御部１１は、読み取り後、原稿カバー開閉センサーによる原稿カバーが開けられたこ
とが検出されたか否かを監視する（Ｓ３０８）。ここで、原稿カバーが開けられたと判断
すると（Ｓ３０８：ＹＥＳ）、読み取りメイン処理を終了する。
【００４０】
　一方、原稿カバーが開けられたことを検出していない場合は（Ｓ３０８：ＮＯ）、制御
部１１は、原稿読み取り動作の実行開始から所定時間経過したか否かを判断する（Ｓ３１
０）。所定時間経過していないと判断すると（Ｓ３１０：ＮＯ）、処理をＳ３０８に戻し
、原稿カバーが開けられるのを監視する。
【００４１】
　また、所定時間経過したと判断すると（Ｓ３１０：ＹＥＳ）、制御部１１は、再度、読
取部１５に原稿載置台に載置されている原稿を読み取らせる（Ｓ３１２）。
【００４２】
　そして、制御部１１は、Ｓ３１２の処理で読み取った原稿の読取画像データが、動作履
歴記憶領域１７２に記憶されている最新の動作履歴の読取画像データ１０８と同じか否か
を判断する。換言すれば、動作履歴記憶領域１７２に記憶されている動作識別子１０１の
値が最も大きな動作履歴の読取画像データ１０８と同じか否かを判断する。同じであった
場合に、原稿載置台に載置されている原稿が取り忘れられていると判断する（Ｓ３１４）
。ここで、制御部１１は、取り忘れ原稿があると判断すると（Ｓ３１４：ＹＥＳ）、Ｓ３
１６の取り忘れ通知処理を行い、取り忘れ原稿がないと判断すると（Ｓ３１４：ＮＯ）、
読み取りメイン処理を終了する。
【００４３】
　なお、Ｓ３１４の処理でＮＯと判断される場合は、例えば、原稿カバーを開けずに、原
稿載置台から原稿を引き出した場合や、原稿カバー開閉センサーの不具合により原稿カバ
ーの開閉が検知できなかった場合などがあげられる。
【００４４】
　次に、図４のフローチャートを参照して、制御部１１により、Ｓ３１６にて実行される
取り忘れ通知処理について説明する。取り忘れ通知処理は、読み取り処理開始させたユー
ザに、原稿の取り忘れを通知する処理である。
【００４５】
　制御部１１は、動作履歴記憶領域１７２に記憶されている動作履歴の中から、最新の動
作履歴を取得する（Ｓ４０２）。
【００４６】
　続いて、制御部１１は、その取得した動作履歴に、送信先アドレス１０６が記憶されて
いるか否かを判断する（Ｓ４０４）。ここで、送信先アドレス１０６が記憶されていない
と判断された場合（Ｓ４０４：ＮＯ）、その動作履歴の読取画像データ１０８に対してモ
ザイク処理を施した画像データ５０２を作成する（Ｓ４０６）。なお、施されるモザイク
処理は、ＰＣ２０の表示部２４にて読取画像データに基づき画像を表示した際に、原稿に
記載の文字をＰＣ２０のユーザが認識できない程度、かつ、原稿に記載の情報のレイアウ
トが認識できる程度にモザイク処理されているとよい。
【００４７】
　そして、ＬＡＮ４０に接続されているすべてのＰＣ２０に対して、作成した画像データ
５０２を含む、原稿取り忘れ通知を送信する（Ｓ４０８）。なお、Ｓ４０８の処理により
送信される原稿取り忘れ通知は、図５（ａ）に示すように、Ｓ４０６でモザイク処理され
た画像データ５０２、Ｓ４０２の処理で取得された動作履歴に基づき、読み取り動作が行
われた動作日時１０２（２００９／０３／３１　１１：４２）、動作種別１０４（Ｓｃａ
ｎ　ｔｏ　ＵＳＢ機能）、及び、原稿の取り忘れがあることを報知する文字列が含まれて
いる。
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【００４８】
　一方、Ｓ４０２で取得した動作履歴に、送信先アドレス１０６が記憶されていると判断
された場合（Ｓ４０４：ＹＥＳ）、制御部１１は、その送信先アドレス１０６が、サーバ
３０を示すものか否かを判断する（Ｓ４１０）。なお、Ｓ４１０の判断は、動作履歴に含
まれる動作種別１０４が、Ｓｃａｎ　ｔｏ　Ｓｅｒｖｅｒであることに基づいて判断して
もよい。
【００４９】
　そして、読取画像データの送信先がサーバ３０であると判断すると（Ｓ４１０：ＹＥＳ
）、制御部１１は、ＬＡＮ４０に接続されたすべてのＰＣ２０に対して、サーバ３０への
アクセス権を有しているか否かを問い合わせ、アクセス権を有している旨の返答をした装
置をＲＡＭに記憶する（Ｓ４１２）。
【００５０】
　このＳ４１２における、ＰＣ２０がサーバ３０へのアクセス権を有しているか否かの確
認処理は、例えば、次のように行われる。複合機１０が、動作履歴に記憶されている送信
先アドレス１０６をＰＣ２０に送信し、ＰＣ２０が、その送送信先アドレス１０６に従い
サーバ３０にアクセスし、そのアクセスの可否結果を複合機１０に返信するとよい。複合
機１０は、サーバ３０へのアクセス権を有したＰＣ２０をＲＡＭに記憶する。
【００５１】
　続いて、制御部１１は、Ｓ４０２で取得した動作履歴に含まれる読取画像データ１０８
に対してモザイク処理を施した画像データ５０２を作成し（Ｓ４１４）、サーバ３０への
アクセス権を有したＰＣ２０に対して、作成した画像データ５０２を含む原稿取り忘れ通
知を送信する（Ｓ４１６）。なお、Ｓ４１６で送信される原稿取り忘れ通知は、図５（ａ
）における動作種別１０４（Ｓｃａｎ　ｔｏ　ＵＳＢ）の記載が、Ｓｃａｎ　ｔｏ　Ｓｅ
ｒｖｅｒとなっている点において異なる。もちろん、動作日時１０２も、動作履歴に含ま
れるＳｃａｎ　ｔｏ　Ｓｅｒｖｅｒ機能を動作した日時が記載されている。
【００５２】
　また、制御部１１は、更に、Ｓ４０２で取得した動作履歴に含まれる送信先アドレス１
０６に基づき、サーバ３０に対してもＳ４１６で送信した原稿取り忘れ通知を送信し、記
憶させる（Ｓ４１８）。ユーザは、取り忘れ通知に気づかず、サーバ３０へ読取画像デー
タを取得しにいった場合、その時点で原稿の取り忘れに気づくことができる。
【００５３】
　一方、Ｓ４１０において、読取画像データの送信先がサーバ３０ではないと判断すると
（Ｓ４１０：ＮＯ）、ＬＡＮ４０に接続されたすべてのＰＣ２０に対し、各々のＰＣ２０
に設定され、複合機１０に記憶されている送信先アドレス（電子メールアドレスやＩＰア
ドレス、装置名、共有フォルダの位置情報など）を問い合わせる（Ｓ４２０）。
【００５４】
　そして、ＰＣ２０から、問い合わせの応答として返信されてくる送信先アドレスが、動
作履歴の送信先アドレス１０６と一致した場合、読取画像データの送信先はＬＡＮ４０内
のＰＣ２０であると判断し（Ｓ４２２：ＹＥＳ）、動作履歴に含まれる読取画像データ１
０８を含む原稿取り忘れ通知を、送信先アドレス１０６に従って送信し（Ｓ４２４）、取
り忘れ通知処理を終了する。
【００５５】
　なお、Ｓ４２４において送信される原稿取り忘れ通知は、図５（ｂ）に示されるように
、読取画像データ１０８が含まれ、読み取った原稿の内容がユーザが明確に判断できる程
度にＰＣ２０の表示部２４に表示される。
【００５６】
　一方、ＰＣ２０から、問い合わせの応答として返信されてくる送信先アドレスが、動作
履歴の送信先アドレス１０６と一致しなかった場合、読取画像データの送信先はＬＡＮ４
０内のＰＣ２０ではないと判断し（Ｓ４２２：ＮＯ）、Ｓ４０６に処理を移行する。
【００５７】
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　このＳ４２０とＳ４２２を具体的に説明すると、例えば、動作履歴の動作種別１０４が
Ｓｃａｎ　ｔｏ　Ｅ－ｍａｉｌであった場合には、ＬＡＮ４０に接続されているＰＣ２０
に対して、各ＰＣ２０に設定されているメールアドレスを問合せ、問合せに対する応答と
して送られてくるメールアドレスが、動作履歴の送信先アドレス１０６と一致すれば、送
信先はＬＡＮ４０内のＰＣ２０と判断するとよい。
【００５８】
　また、例えば、動作種別１０４がＳｃａｎ　ｔｏ　ＰＣやＰｕｓｈ　Ｓｃａｎであった
場合には、ＬＡＮ４０に接続されているＰＣ２０に対して、各ＰＣ２０に設定されている
読取画像データ受信用アドレス（共有フォルダの位置情報）を問合せ、問合せ結果のアド
レスが、動作履歴の送信先アドレス１０６と一致すれば、送信先はＬＡＮ４０内のＰＣ２
０と判断するとよい。
【００５９】
　本実施形態に係る発明の効果を以下に説明する。
【００６０】
　本実施形態に係る画像読取システム１では、複合機１０において原稿の読み取り後、原
稿の取り忘れが生じていた場合、読み取った原稿の読取画像データをＬＡＮ４０内に接続
された複数のＰＣ２０に対して、原稿の取り忘れ通知とともに送信できる。
【００６１】
　ＬＡＮ４０に接続された複合機１０で原稿の読み取りを行ったユーザは、同一ＬＡＮ４
０内のＰＣ２０のユーザである可能性が高い。この観点に着目し、本画像読取システム１
では、原稿の読み取りを行ったユーザを特定できない場合であっても、ＬＡＮ４０内の複
数のＰＣ２０に原稿の取り忘れを通知するので、原稿の読み取りを行ったユーザに原稿の
取り忘れを報知することが可能となる。
【００６２】
　さらに、その場合、取り忘れ通知に含まれる読取画像データは、モザイク処理が施され
、読み取った原稿の内容をＰＣ２０のユーザが明確に認識できるものではなく、読取画像
データに基づく原稿の記載態様（レイアウト）が、かろうじて認識できる程度に加工され
ている。よって、複数のＰＣ２０に原稿取り忘れ通知を送信する場合においても、複合機
１０で読み取り動作を行わせたユーザは、自身が読み取りを行った原稿であることを判別
することができ、他のユーザには原稿の内容を詳細まで把握されることなく、セキュリテ
ィを確保しつつ原稿の取り忘れに気づくことができる。
【００６３】
　読取画像データの送信先がサーバ３０であった場合には、サーバ３０へのアクセス権を
備えたＰＣ２０に対してのみ原稿取り忘れ通知を送信することができる。これにより、読
取画像データをサーバ３０に取得しに行くことはないＰＣ２０、すなわち、サーバ３０へ
のアクセス権のないＰＣ２０に対して、無駄なデータ（原稿取り忘れ通知および読取画像
データ）を送信しまう処理を省略することができる。さらに、それに伴い、ＬＡＮ４０に
おけるデータのトラフィックを軽減することが可能となる。
【００６４】
　さらに、読取画像データの送信先のＰＣ２０がＬＡＮ４０内に存在していると確認でき
たときのみ、読み取った原稿の内容をユーザが明確に判断できるように読取画像データを
送信先のＰＣ２０に送信している。これにより、取り忘れ通知を受け取ったユーザは、自
身の取り忘れた原稿であることを確実に把握することができる。
【００６５】
　一方、読取画像データの送信先のＰＣ２０がＬＡＮ４０内に存在しない場合、ＬＡＮ４
０内のＰＣ２０のユーザが、ＬＡＮ４０の外部の装置に対して読取画像データを送信した
可能性が高く、係る場合には、モザイク処理を施し、ＬＡＮ４０内に存在するすべてのＰ
Ｃ２０に原稿取り忘れ通知を送信することで、原稿を読み取らせたユーザに取り忘れを報
知することが可能となる。
【００６６】
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　以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を
限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々
に変形、変更したものが含まれる。
【００６７】
　本実施形態では、Ｓ４０６やＳ４１４において読取画像データに対してモザイク処理を
行ったが、読取画像データに対して画像の解像度を低下させる処理を行ってもよい。解像
度の低下処理も、取り忘れ通知を受け取ったユーザが、実質的に原稿の記載内容を把握で
きない程度まで画像の解像度が低下していれば、モザイク処理が施されていることと同じ
効果を奏する。
【００６８】
　原稿取り忘れ通知に含まれる読取画像データ１０８（図５（ｂ））は、その画像データ
に基づく原稿画像をＰＣ２０の表示部２４に表示した際に、原稿の記載の文字をＰＣ２０
のユーザが認識できる程度に縮小されていてもよい。
【００６９】
　本実施形態では、動作履歴記憶領域（図２参照）には、一の動作履歴に対して送信先ア
ドレス１０６に一の送信先アドレスが記憶されているが、読取画像データの送信先が２つ
以上の情報処理装置であった場合には、送信先アドレスが２つ以上記憶されてもよい。
【００７０】
　また、本実施形態では、画像を読み取る装置を複数の機能を備えた複合機１０で記載し
たが、スキャナのように、読み取り機能単体の装置であってもよい。
【００７１】
　本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術
的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組合せに限定されるものではない。
また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成するものであり、その
うちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
【符号の説明】
【００７２】
１０　　　　　　　　　　複合機
２０ａ，２０ｂ，２０ｃ　ＰＣ
３０　　　　　　　　　　サーバ
４０　　　　　　　　　　ローカルエリアネットワーク
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